
船舶事故等調査報告書 

平成２７年６月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４広第３９号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２６年２月３日 ０５時５７分ごろ 

発生場所 愛媛県松山市由良
ゆ ら

湾 

 松山港高浜５号防波堤灯台から真方位２８６°２,４３０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５４.０３′ 東経１３２°４０.８８′） 

事故等調査の経過  平成２６年２月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

旅客フェリー あいらんど、４８４トン 

 １３０６２６、株式会社ごごしま 

 乗組員等に関する情報 船長、五級海技士（航海） 

甲板手、五級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船尾部船底に擦過傷 

 事故等の経過  本船は、船長ほか３人が乗り組み、旅客１７人を乗せ、車両６台を

積載し、船長が操船に当たり、出船右舷着けとしていた興居
ご ご

島由良湾

東岸の桟橋（以下「本件桟橋」という。）を離れ、機関を微速力前進

にかけて南進を始めた。 

 船長は、甲板手が船尾配置の作業を終えて見張りにつくために昇橋

したので、操舵室両舷に設置した鏡（着岸時に舷と岸壁の接近状況確

認用）の曇りを拭き取ることにし、ノンフォローアップ操舵により右

舵５°～１０°とした状態で、甲板手に直進する指示をして操舵を交

代し、鏡を拭き始めたところ、平成２６年２月３日０５時５７分ごろ

船体が停止したことに気付き、乗り揚げたことを知った。 

 船長は、旅客に負傷者がなく、浸水がないことを確認し、船舶所有

者に連絡した。 

 本船は、旅客が船舶所有者手配の高速艇で目的地に向かった後、自

力で離礁した。 

 気象・海象 気象：天気 霧、風向 北、風力 ２、視程 約７００ｍ 

海象：潮汐 低潮時 

 その他の事項  本船は、本件桟橋と南東方対岸の松山市高浜泊地にある桟橋との間

を往復する運航に従事していた。 

海図Ｗ１１２４（松山港及付近）によれば、由良湾の本件桟橋西方

の水域は、旧貯木場となっている。 

 船長は、安全管理規程に基づく運航基準により、発航の可否を判断



する条件である視程５００ｍ以下の状況ではなかったので、本件桟橋

を離れた。 

 船長は、甲板手と操舵を交代する際、右舵５°～１０°を取った状

態であることを引き継いでいなかった。 

甲板手は、操舵についた後、舵中央の状態と思っていたので、コン

パスも舵角指示器も見ていなかった。 

 甲板手は、船長が休暇の際に本船の船長職についていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、由良湾の本件桟橋を離れて南進中、船長が、甲板手と操舵

を交代する際、右舵を取った状態であることを引き継いでいなかった

ことから、右転を続け、由良湾の旧貯木場の浅所に乗り揚げたものと

考えられる。 

 甲板手は、操舵についた後、舵中央の状態と思い込み、コンパス及

び舵角指示器の各指示値を確認していなかったことから、右転してい

ることに気付かなかった可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、由良湾の本件桟橋を離れて南進中、船長

が、甲板手と操舵を交代する際、右舵を取った状態であることを引き

継いでいなかったため、右転を続け、由良湾の旧貯木場の浅所に乗り

揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考 船舶所有者は、本事故後、所有船の乗組員に対し、本事故の経緯を

周知し、ヒヤリハット等の事例があった場合には報告するよう指示し

た。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・操舵を交代する際、針路及び舵角等の情報を確実に引き継ぐこ

と。 

 


